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　若葉町にある「芦屋中央公園」は、市内の公園
の中でも一番大きく、野球場もある広々とした
公園です。
　春には梅林や桜並木が美しく、それらを目当
てに、遠くの町から訪れる人も多いようです。
　秋には、公園の木々も色づき、実のなる木も
あちらこちらに点在し、それらを目当てに訪れ
る小鳥たちでにぎわいます。
　冬の日差しを受け、たわわに赤い実をつけた
クロガネモチは、大好きな赤い実をついばもう
とやってくる小鳥たちを誘うように、ひときわ
鮮やかに赤く、じっとたたずんでいるのです。
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　12月８日（火）は、「人権週間　
特設人権相談日」です。
　嫌がらせや、名誉棄損・信用問
題等でお困りのかたは、お気軽に
お申し込みください。秘密は厳守
します。《予約制》

�����　12月８日・22日（火）午後１時～４時
�����　市役所北館２階会議室２　
�����　１人１時間（原則）　
������　人権擁護委員（法務大臣委嘱）　
�����　各日・午前中までに、電話で下記へ

　人権擁護委員に、渡邊洋子氏（緑町在
住）・宮井壽美子氏（業平町在住）が再任され、
法務大臣から委嘱されました。
　任期は、本年10月１日から平成24年９月
30日までです。
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今
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　市民モニターのご意見を参考に、より“わかりやすい広報紙”づくりを目指します。
広報紙にご意見を反映させていただける市民モニター制度です。ぜひご応募ください。
����������　平成22年１月７日（木）午後２時～３時　
　　　　　　���　市役所北館２階会議室３　���　資料配布ほか
������

���　市内在住の20歳以上のかた20人程度　�������　１月７日～２月15日
���　「広報あしや」（平成21年１月１日号～12月15日号）を読んで、意見を提出する
�����　はがきまたはファクスに、住所･氏名（年齢）・性別・電話（ファクス）番号を
明記し、12月14日（月）＜必着＞までに広報課へ
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